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１．申請事業名：非営利組織向けインパクト投資
NPOが持つ草の根の強みを活かした社会変革手法の開発・実装

２．申請団体名：認定特定非営利活動法人エティック（東京都）

３．助成事業の種類：①草の根活動支援事業

４．申請する事業期間：2019年度～2022年度

５. A事業費：105,000,000円

（Bうち助成金申請額：100,000,000円 95.2％ B/A）

プログラム・オフィサーの伴走支援の活動費：27,996,000円 *評価関連経費：9,250,000円
*

様式2 事業計画書

*Bの助成金申請額とは別枠です。
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2019年度資金分配団体申請 様式2事業計画書
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当法人が主体となりつつ、多様なセクタ
ーとの連携チームで実施

NPO法人ETIC. 

・2001年にソーシャルベンチャーセンターを設立して
以降、民間公益活動に取り組むNPO等（非営利組織）
のリーダーを通算1,000名以上サポート。代表的なプ
ログラムとして、社会起業家黎明期である2002年より
開始した「社会起業塾イニシアティブ」など創業期の
団体に向けた支援のほか、成長拡大期の団体に向けた
経営支援、コレクティブな連携を進めるための支援な
ど、多様なステージおよび社会課題領域のNPOへの豊
富な支援経験を有している
・また支援手法として、伴走支援、メンターマッチン
グ、評価等をニーズに応じて提供。社内では、伴走支
援育成として、定期的なケース検討会議や、専門家を
招いたコーチング等の研修を実施。

専門家等の外部ネットワーク
選考委員や専門家として、各セクターでこうした領域
の知見豊富な人材を巻き込む。必要に応じて行政（各
省庁、地方自治体）や企業の巻き込みも可能なネット
ワークもある。

1.1. 解決したい課題（社会的ニーズ）と中長期的な事業目標
・本事業概要

1.申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容

草の根的なNPOの取り組みへの資金の流れをつくり、非営利組織が持
つ草の根の社会変革の力を活かした革新的手法のモデル事例を創出
• インパクト投資の拡大等により、社会的課題に事業で取り組む営利法人は、資金調達が
しやすくなっている。一方で、非営利組織の資金調達環境は、依然厳しい。

• 事業から対価を得にくい領域に挑む非営利組織が持つ、草の根の強みを活かした社会変
革手法の開発・実装を資金面・非資金面で支援する

課題と
事業方針

草の根的なNPOの実践知の形式知化と学びあうコミュニティ創り
• NPOの社会的インパクトについてもビジネスの論理の延長線上（直線的な規模の拡大）
で考えられてしまう傾向があると考えている。NPOの草の根の強みを活かした社会変革
手法ならではの可能性を形式知化し、民間公益活動に取り組む組織が相互に学び合うコ
ミュニティをつくる

外部組織と連携し、セクターを越えた多様な人々の力を引き出しなが
ら、課題解決を加速
• セクターを越えた連携を促す触媒となり、 NPOが本来持つ強みを活かし、行政や企業
と並ぶ社会の構成員として、民間公益活動に取り組む組織の育成を志向する

アプローチ

地域：日本全国（地域を問わない）
優先的に解決すべき社会の諸課題との対応：直接的には(3)社会的課題の解決を担う若者の
能力開発支援になる。ここでいう能力とは「NPOが持つ草の根の強みを活かした社会変革
を進める能力」を指す。なお、より大きなインパクトに向けて自分自身や組織、事業を変革
していく用意があれば、実際の年齢は問わない。むしろ多様な世代の多様な課題に取り組む
実行団体が本プログラムを通して交流することは、お互いに学びをもたらすと考えている。
加えて、実行団体が取り組む課題に応じて(1)～(7)のいずれか複数との関連性が生まれる。
国連SDGsとの対応 *実行団体がどんな課題に取り組むかにより、関連するターゲットは異
なるが、本事業自体を以下のターゲットへの貢献を意図して企画・運営していく。
17.16 全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開発目標の達成を支援すべく、知識、専
門的知見、技術及び資金源を動員、共有するマルチステークホルダー・パートナーシップに
よって補完しつつ、持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。
17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市
民社会のパートナーシップを奨励・推進する。

課題の
領域

実施体制

企業

専門家行政

NPO
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NPO法人ETIC.は、2001年にソーシャルベンチャーセンターを設立して以降、多くの個人や組織と協働し、民間公益活動に取り組む、若者を中心と
したリーダーを通算1,000団体以上サポートしてきました。

多くの社会的企業（NPO/ソーシャルビジネス）が誕生し、社会的にも一定の存在感を持つようになりました。既存の課題に対する革新的な解決策や、

これまで着目されてこなかった課題への取り組みなど、様々な社会的インパクトが生まれつつあります。市場化や社会制度化により、解決策が広が
りを見せている領域もあります。

支援者のエコシステムも以前と比べると遥かに豊かになってきました。従来のキャリアから社会的企業でのキャリアへと転身することはいまや珍し
くありません。SDGsの広がりや、ESG投資の普及により、企業セクターの動きが変わってきたことも、社会的企業にとっては追い風です。

しかし、理想の実現に向けてはまだまだ距離があります。

近年、インパクト投資の拡大やベンチャーキャピタルの社会課題解決志向の高まりにより、社会的課題に事業で取り組む営利法人（株式会社等）は、
必要な資金を調達しやすくなっています。これは素晴らしいことです。

一方で、非営利組織の資金調達環境は、あまり変わっていないのが現実です。「事業を通して稼げば良い」という意見もあるかもしれません。しか
し、非営利組織にとって事業は一つの手段に過ぎません。インパクトの最大化に向けて、例え儲からなくても大切なことに取り組むことが、非営利
組織の役割であり可能性です。それによって、行政や営利組織が取り組みづらい課題に挑戦したり、課題解決に向けて協働することができます。例
えば、制度の狭間でサポートが受けられない人の支援、複数の課題を抱える人のような市場化しづらい対象へのアプローチ、市民社会と共に活動す
るアドボカシー活動等です。

法人格の差を踏まえずに社会的事業と一括りにして扱うことで、特に非営利組織が持つ草の根の社会変革の力を十分に引き出せていないケースが多
いのではないかという問題意識を持っています。非営利組織・営利組織それぞれの強みを再認識し、改めて役割分担をしていく時期に来ているので
はないでしょうか。

私たちは、今回の申請事業では、非営利組織が持つ草の根の強みを活かした社会変革手法の開発・実装を資金面・非資金面で支援します。

1.1. 解決したい課題（社会的ニーズ）と中長期的な事業目標
・はじめに

1.申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容
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全ての社会課題を市場型のアプローチで解決できるわけではなく、半市場型・非市場型アプローチが必要なものがある。
政策形成への働きかけや、当事者・市民の参画を促しながら、半市場型・非市場型の領域への取り組みはNPOの重要な役
割の一つ。

1.1. 解決したい課題（社会的ニーズ）と中長期的な事業目標
・課題（社会的ニーズ）に関する現状認識

1.申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容

出所：川北秀人氏（IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表）講演資料より抜粋し、ETIC.が加筆

種別 資金源 例 目指す運営形態

対価自立事業
（市場型）

受益者・利用者からの対価収
入により収益が見込める

• スポーツ・芸術文化活動
• 主婦・障がい者の起業
• 環境配慮製品・サービス
（リサイクル、有機農業）

自主・単独事業

補助継続事業
（半市場型）

受益者・利用者から対価も取
れるが、継続には外部からの
補助が必要

• フリースクール
• 伝統文化財の維持・継承
• 里山保全
• 難アクセス地の公共交通
• 介護保険事業

事業経営の効率化を進めつ
つ、行政からの補助は続け
る
※補助の制度化が必須

基本的人権保障事業
（非市場型）

基本的人権の保障のために不
可欠な事業であり、受益者・
利用者からの対価による継続
は困難

• ホームレスの緊急救援
• 子どもの電話相談
• DV被害者の支援
• 医療情報の翻訳・通訳

行政サービスとして法制化
する必要がある
※事業の制度化が必須

市場型のアプローチだけ
では限界。事業の実施や
調査を通して把握した当
事者のニーズや問題の構
造を行政などに伝えるこ
と（アドボカシー）や、
市民のボランタリーな参
画をデザインすることが
特に重要な領域

市場型では漏れがちな最
も困難な層へのサポート
はNPOの重要な役割

課題領域によっては市場型のアプローチだけではなく、草の根のアプローチが必要
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1.3. 事業の内容と成果目標
・事業内容（詳細は2. 包括的支援プログラム以降で説明）

1.申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容

事業内容
● 包括的支援プログラム： NPOが持つ草の根の強みを活かした社会変革手法の開発・

実装の支援
● 対象：特定非営利活動法人等の非営利法人（株式会社等の営利法人は対象外）

「調査・研究期」「開発・実装期」の事業・活動が対象だが、「普及・展開
期」の事業・活動でも本支援の提供による社会インパクトの拡大が絶対的・相
対的に見込める場合は対象とする。

● 募集団体の数： 6～8団体
● 資金的支援： 1団体あたり3年間で最大20,000,000円を助成 （想定幅： 600万円～

2,000万円）
● 非資金的支援： 伴走支援（個別＋集合研修）、人材マッチング支援（専門家、スタッフ

等）、資金調達支援、社会的インパクト評価実施支援など

● NPOならではの強みを活かした革新的手法の形式知化と、それらを自主的、継続的
に学びあうコミュニティの形成

● 3年間の事業を通して得られる革新的手法の実践知について、実行団体やその活動
地域だけのものとせず、既存の非営利リーダーのネットワークやプログラムを通して
社会に広く共有していく。

● ステークホルダーとの対話と課題解決への関与の引き出し
● 企業や行政、資金提供者等との対話の場をファシリテートする。
● 必要に応じて、政策形成に対するインプットも行っていく。

助成金の提供、経験豊富なメンバーに
よる伴走支援に加えて、社外のエコシス
テムを活かしたマッチング力で、「調査・
研究期」「開発・実行期」でも支援の成功
確率を高める

現場のニーズに応じ、支援側のキャパ
シティだけに依らない多様な支援を提供

ETIC.の特徴的なアプローチ

社会的大義への共感をベースとして、既
存のネットワークを活かし民間の資金や
発信力、ボランタリーな参画（企業・個人
等）を呼び込む

これまで培ってきた案件発掘力で、「高
い成果が期待されるが、支援されづらい
取り組み」を発掘し、支援する（社会起
業家の第2創業なども対象）
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1.3.事業の内容と成果目標
・事業活動により短期的に期待される成果目標

1.申請事業により解決したい課題、事業の目標および内容

ステージ 取り組み内容の例 短期成果（1年目） 短期成果（2年目） 短期成果（3年目） 中長期（7～10年）

調査・研究期

例：特に深刻な状況にいる当事

者への支援手法の調査・研究お

よび開発・実装（問題構造と事

業設計の仮説はあり）

その他、アドボカシー（調査→

実行）、地域内でのデータを共

有しての協働（調査→基盤整備

→協働）など

調査・研究

・当事者ニーズの調査

・課題構造の調査

・事業仮説の調査

・手法仮説の調査・研究

・協働候補の調査 など

→仮説の精度の向上

開発・実装

・パイロットの実践

・データに基づく実効性と効率

性の向上

・担い手の発掘・育成（内部）

・必要な資金の追加調達

→受益者アウトカムの変化

開発・実装

・パイロットのさらなる展開

・データに基づく実効性と効率

性の向上

・担い手の発掘・育成（内部）

・必要な資金の追加調達

→受益者アウトカムの改善

普及・展開

・団体の有効な事業・活動に

・モデルや手法の外部への共有

・担い手の発掘・育成（外部）

・社会制度化への提言 など

・必要な資金の追加調達

→受益者アウトカムの拡大

開発・実装期

例：自社サービスを、当事者や

その関係者、市民ボランティア

等を巻き込んだ形で実行できる

プログラムへと進化させる

開発・実装

・仮説の精度の向上

・パイロットの実践

・データに基づく実効性と効率

性の向上

・担い手の発掘・育成（内部）

・必要な資金の追加調達

→受益者アウトカムの変化

開発・実装

・パイロットのさらなる展開

・データに基づく実効性と効率

性の向上

・担い手の発掘・育成（内部）

・必要な資金の追加調達

→受益者アウトカムの改善

普及・展開期

例：自社の有効な取り組みのノ

ウハウを専門家の力も借りて体

系化し、他社と共有することで

業界全体のサービスの質の向上

を目指す

普及・展開

・ノウハウ・メソドロジーの棚

卸→体系化・見える化

・外部人材への共有と対話を通

した改善

→受益者アウトカムの改善

普及・展開

・外部人材向けのトレーニング

プログラムの開発

・手法の更なる改善

→受益者アウトカムの拡大

普及・展開

・有効な手法の普及

・異なる地域や受益者に応じた

カスタマイズ

・社会制度化への提言

→アウトカムの更なる拡大

中長期的なゴールと、3年後の事業終了後のゴールについて、改めて以下に整理する。今回は「調査・研究期」や「開
発・実装期」の事業や活動の支援をメインで行う想定だが、成果創出までのタイムラインは「普及・展開期」の案件とは
異なるため留意。以下に想定を例として記載する。実際には選定後の事前評価において実行団体との調整・計画が必要。
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2.1. 実行団体の募集
・募集団体の数、助成金額（総額と1団体当たり）

2.包括的支援プログラム

● 募集団体の数： 6～8団体（案件）

● 対象となる法人格：特定非営利活動法人等の非営利法人（株式会社等の営利法人は対象外）

● 助成金額： 3年間で総額85,000,000円、1案件あたり3年間で最大20,000,000円（6,000,000円～20,000,000円／案件を想定）

● 選考基準案：

課題・ニーズの
評価

• 解決しようとする課題は、当事者にとって深刻または緊急のニーズがあるか

• 解決しようとしている課題の状況や構造について、実行団体に相当程度の理解があるか

事業・活動設計の
評価

これから取り組む事業や活動の内容が、助成する資金に対して十分な費用対効果が期待できるものか

• 目指すアウトカムやインパクトに対して適切か

• 他の手法と比較して優れている点があるか（効率性・革新性・モデル性等）

• 本助成終了後も実行団体が持続・成長していくために必要な資金の調達や収益性の向上に貢献するか

実行能力・体制の
評価

• 実行団体の代表者（事業責任者）に、事業や活動を遂行し、成果につなげていくことができるリーダーシップはあるか

• 事業や活動の実施計画（予算やスケジュール、人員体制、外部ネットワーク等）は妥当か

• 社会的インパクト評価を通して、事業や活動を振り返り、見直していく用意があるか

• 外部の人材・組織と、協働・連携を適切に推進していく能力・スキルがあるか

• 適切なガバナンスを有しているか

財務面の評価 • 団体全体として健全かつ安定した財務的な基盤があるか

• 本助成終了後も必要な資金を調達する準備があるか

今回「調査・研究
期」および「開発・
実装期」を対象とす
ることもあり、特に
キャパシティの面に
おいて、全てを応募
段階で完璧に満たし
ている必要はない。

資金的支援・非資金
的支援を通して、実
行団体のキャパシテ
ィの補完・強化を支
援していくことを踏
まえた上での総合評
価となる。

一方で財務的健全性
やガバナンスについ
ては選定段階で満た
す必要がある。
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2.2. 助成金等の分配

2.包括的支援プログラム

● 助成金の分配は、実行団体の募集プロセス及び選定後の監督において丁寧に取り扱い、また対外的な情報公開も行う

● 実行団体への伴走支援は、本助成期間後の持続的なインパクト創出を目指し、実行団体のファンドレイズ支援も行う

助成金等の分配方針

種類 助成のみ（貸付・出資は行わない）

助成額総計
（3年間）

85,000,000円（内訳：右表参照）
自己資金分：最大5,000,000円想定*

*助成財団ではない当団体の現状の財務基盤（財務的には健全だ
が、十分な投資余力はない）を鑑み、現時点では5,000,000円を
想定する。但し、本事業期間内、更には本事業終了後の自立継続
に向けた資金調達には2019年度より取り組む（ベンチャー企業経
営者等から趣旨への賛同および協力への合意を得ており、当法人
のネットワークを活かした資金調達活動を行う）

助成額
/1案件

3年で最大20,000,000円（各年の拠出額・拠出方法
は実行団体と相談して決定）

分配の仕方 6か月ごとに実行団体へ助成金拠出（助成金振込の

前月に進捗確認し、事業計画や資金計画について適
宜調整の後、助成金額等決定）

*今回は投資的な性質を有しており、初年度に多めの金額を申請
したい実行団体が一定数あると想定。問題がなければ対応したい。
*助成金の分配方法等は、ETIC.の自己評価や実行団体等のニーズ
に基づき適宜見直しを行う

助成金（事業費）詳細（様式3-3より引用）

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 合計（円）

A.助成金

申請額

実行団体への

助成等に充当

される費用

17,000,000 42,500,000 17,000,000 8,500,000 85,000,000

管理的経費 3,000,000 7,500,000 3,000,000 1,500,000 15,000,000

管理的経費の

割合
15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

B.自己資

金・

民間資金

実行団体への

助成等に充当

される費用

0

管理的経費 0 2,500,000 2,500,000 5,000,000

管理的経費の

割合
100.0% 100.0% 100.0%
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2.3.非資金的支援

2. 包括的支援プログラム

施策方向性 施策内容 具体内容

個別の伴走支援 月1回＋αの個別面談 • プログラム・オフィサーによる定期面談
（コーチング、メンタリング、コンサルティングを適切に組み合わせ）

• PO以外の専門性あるスタッフも、チームメンバーとして適宜面談に参加

集合研修 複数の実行団体が集まっての合宿
形式の研修を1年に1回実施（1泊2

日）

• 活動計画の見直し・振り返りがメインテーマ
• 適宜ゲスト講師やメンターを招聘し、必要なインプットを行う
• 実行団体同士の学び合い・ネットワーキングも重視する

個別勉強会 • 実行団体の学びのニーズに沿って、講師を招聘しての勉強会や、先進事例へのフィール
ドビジット等を実施する（テーマ例：サービスの見える化、アドボカシーと情報発信）

個別の
ネットワーキング

必要な外部リソースの紹介

（支援プロセスで各実行団体のニ
ーズを把握）

人材採用支援、メンターやアドバイザーの紹介、専門家の紹介

ETIC.が企画・運営する他のプログラム（アメリカンエキスプレス・サービスアカデミー
や、ソーシャルビジネス成長応援融資「CHANGE」等）への接続

連携候補となる他のNPOや企業、自治体・官公庁関係者、研究者等の紹介

助成終了後も持続可能な状況を作るための資金調達の支援（ETIC.の有する支援者ネット
ワークとの接続）

実行団体のニーズをタイムリーに把握し、柔軟な設計ができる企画力と、優れたメンター・講師のネットワークが、ETIC.

の強み。最終的には採択された実行団体の状況やニーズを踏まえた調整を行っていくが、現時点での施策案は下記の通り。
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・評価について（事前、中間、事後、追跡）

3.社会的インパクト評価の実施内容と方法について

時期 目的 資金分配団体の評価（包括的支援プログラムの評価） 実行団体の評価（個別案件の評価）

事前評価 事業の必要性・妥当
性の判断

• 事前評価の実施（選定された実行団体によってプロ
セスやアウトカムの調整の必要がある可能性）

• 事前評価報告の作成（評価結果に加え、改訂版事業
計画、評価計画についても記載）

• 事前評価の実施（課題の検証、事業設計の検証、プ
ロセスの計画、アウトカムの計画）

• 事前評価報告の作成（評価結果に加え、改訂版事業
計画、評価計画についても記載）

中間評価 進捗状況と予算・人
材・方法など見直し
の検討

• 中間評価の実施（実施状況の分析、アウトカムの達
成状況（見込）や効率性の分析を行う。実行団体か
らの報告やPOの伴走支援を通して得た情報を活用）

• 選考委員も含めた中間レビュー
• 計画見直し・調整
• JANPIAへの中間評価報告

• 中間評価の実施（実施状況の分析、アウトカムの達
成状況（見込）や効率性の分析を行う。現場での活
動やデータ収集を通して得た情報を活用）

• 選考委員も含めた中間レビュー
• 計画見直し・調整
• 資金分配団体への中間評価報告

事後評価 事業の成果の達成状
況や事業の妥当性を
検証

• 事後評価の実施（課題の分析、事業設計の分析、実
施状況の分析、アウトカムの分析、効率性の分析）

• 選考委員も含めたレビュー
• JANPIAへの事後評価報告

• 事後評価の実施（課題の分析、事業設計の分析、実
施状況の分析、アウトカムの分析、効率性の分析）

• 選考委員も含めたレビュー
• 資金分配団体への事後評価報告

追跡評価* 成果や副次的効果や
波及効果、過去の評
価との比較検証

• 追跡評価の実施（事業終了時のアウトカムにその後
どのような変化が認められるか、および一定期間を
経て新たなアウトカムの発現があるか）

• 追跡評価の実施（事業終了時のアウトカムにその後
どのような変化が認められるか、および一定期間を
経て新たなアウトカムの発現があるか）

評価指針を踏まえた評価の実施内容と方法の概要について以下に示す。実施にあたっては自己評価に加え、適宜専門性を
持った第三者の協力を得る。なお、今回は新規性・革新性の高い取り組みを支援するものであり、事前評価には限界があ
る。中間評価を適切に実施し、事業設計や計画を調整していくことが成果創出の鍵だと考えている（発展的評価）

*追跡評価の実施については実行団体、資金分配団体、JANPIA間で協議。本事業は、3年の事業実施機関にとどまらない長期的なゴールや持
続可能性、波及効果を期待しているため追跡評価を実施することの有用性はあると考えている。
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4.1. 進捗管理
・スケジュール（6カ月ごとの進捗管理、伴走支援、評価）

4.進捗管理、リスク管理と持続可能性

● 助成事業や伴走支援の経験豊富なマネジメントチームとPOが密接に連携し、適切な進捗管理を行う（体制は後述）。

2019年9月～2020年3月 2020年4月～9月 2020年10月～
2021年3月

2021年度 2022年度 2023年度以降
(支援期間後)

実行団体

募集・選

定

10月HP公開・公募開始
11月説明会開催×2回、相談会開催
12月公募締切、一次審査
1月二次審査、決定
2月事業計画書等の確認・修正、契
約

資金提供

伴走支援

3月助成金振込
3月伴走支援開始

伴走支援（月1回程度）
専門家マッチング（適宜）
助成金支払い（半年に1回）

集合研修 集合研修（4月）
※実行団体間交流・学び合い

個別勉強会 集合研修×1回
＋個別勉強会

集合研修×1回
＋個別勉強会

社会的イ

ンパクト

評価

事前評価
■実行団体の評価
■資金分配団体の評価

中間評価①
■資金分配団体の評価

中間評価②
■実行団体の評
価支援
■資金分配団体
の評価

中間評価③
■実行団体の評
価支援
■資金分配団体
の評価

事後評価
■実行団体の評
価支援
■資金分配団体
の評価

追跡評価
■実行団体の評
価支援
■資金分配団体
の評価
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4.2. リスク管理

4.進捗管理、リスク管理と持続可能性

リスク内容 対策（予防） 対応（発生した場合）

実行団体の応募や実行団体への資金分配額が想定と異なる
場合

応募数確保に向けてリサーチや、積極的な当法人およびか
ものはしプロジェクトのネットワーク内外への募集告知を
行う。申請時に資金計画を提出頂き、資金計画の妥当性も
含め選定する。

調査により案件候補は一定数見込める状況であるが、選定
基準を満たす案件が公募により集まらなかった場合は、再
度POを中心に案件開拓・形成を行う。（基準を満たさない
実行団体を選定しないように選考委員会と共有する）

実行団体の選定に際し不正の行為があった場合 資金分配団体の業務の公正かつ的確な遂行を担保するため
に必要なガバナンス・コンプライアンス体制等の整備等に
ついて、必要な措置を講ずる。（「.コンプライアンス規
程」参照）

不正の原因究明、関係者に対する厳格な処分、再発防止策
の策定及びその内容の公表等の必要な措置を講ずる。（「.

コンプライアンス規程」参照）

実行団体に対する助成金の活用による助成等の事業を適正
かつ確実に実施することができないと認められる場合

選定プロセスにおいて、応募団体のガバナンス、事業内容
の実現性等を考慮し選定する。選定後は半年ごとの進捗確
認やPOとの定期の会議で状況把握を行う。

実行団体が本事業を通してサービス提供する当事者他ステ
ークホルダーへの影響を考慮した上で、JANPIAや専門家の
助言も仰ぎながら含め、対応検討する。

（資金分配団体で）休眠預金等資金の使用に不正があった
場合

「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」に基づき公
正かつ適切な資金運営を行う。

JANPIAや専門家の助言も仰ぎながら、不正の原因究明、関
係者に対する厳格な処分、再発防止策の策定及びその内容
の公表等の必要な措置を講ずる。

実行団体で休眠預金等資金の使用に不正があった場合 「No.34.コンプライアンス規程」「No.38.リスク管理規
程」に基づき公正かつ適切な資金運営を行う。

JANPIAや専門家の助言も仰ぎながら、不正の原因究明、関
係者に対する厳格な処分、再発防止策の策定及びその内容
の公表等の必要な措置を講ずる。

伴走支援する体制が整わない場合 当法人内の当該事業部及び専門性を持った対外的な人材の
採用を行う。現時点で十分な体制を確保できている。

当法人内の別事業部の人材登用もしくは専門性を持った人
材の新規採用・契約を行う。

伴走支援を巡って実行団体とトラブルになった場合 選定後の実行団体との契約内において、トラブル発生時の
対応について記載する。また、両者が伴走支援において求
める期待値についてすり合わせる場を持つ。

実行団体との契約に基づき対応する。また、場合によって
は第三者の専門家に介入頂き、JANPIAにも随時状況の共
有・報告をしながら、解決に向けた対話の場を持つ。
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4.3. 持続可能性

4.進捗管理、リスク管理と持続可能性

● 民間公益活動の自立した担い手の育成
● 本事業はまさに「民間公益活動の自立した担い手の育成」を重視した内容であり、そのための様々な支援を手厚く組み込
んでいる。

● 資金を自ら調達できる環境の整備（民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策）
● まず、本助成金を活用して行う事業・活動が、助成終了後に資金調達（どの資金をどの程度というのは事業の性質により
異なる）も可能な状態になることを我々のアウトカムの指標に含め、必要な伴走支援を提供していく。

● 加えて、ETIC.のネットワークを活用し、実際に資金調達を支援する（企業経営者、企業CSR、国内外の財団を想定）

● 事業、組織の自走化
● 民間公益活動の支援はETIC.のミッションに沿った事業であり、自主事業として継続していく計画である。
● 一方で休眠預金を呼び水に、民間から金銭・非金銭のリソースを呼び込み、自主財源の確保を進めていく。

● 社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築
● 今回支援するNPOが持つ草の根の強みを活かした社会変革手法の多くが、一過性の応急処置的な施策ではなく、「社会の

諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築」を目指すものである。そうした事例やノウハウを取りまとめ、他
地域や他の課題領域にも共有していく。

● 本事業全体を進めていく上で得た集合的知見を踏まえ、必要に応じて政府（関係省庁等）への働きかけも行う。

事業期間終了後、長期的に目指すところを記載する。当団体は、外部の資金提供者から一定の評価を受けながら、こうし
た支援に20年近く取り組んできており、今後も（必要な進化をしながら）継続していく計画である。本事業の実施と評価
を通して、私たち自身のキャパシティの強化、財務基盤の強化にも取り組んでいく。
































